
 

松阪市総合運動公園運動施設条例 

改正後 改正前 

（使用料の減免） （使用料の免除） 

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところに

より、使用料を減額し、又は免除することができる。 

第6条 市長は、松阪市若しくは松阪市教育委員会が主催する場合又は市長が特に必

要と認める場合は、使用料を免除することができる。 

(1) 市又は市の執行機関（市が設置する附属機関を含む。）が主催し、又は共催

するとき 全額免除 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が教育活動又は保

育活動のために使用するとき 全額免除 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 全額免除又は5割減額 
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別表第1（第4条関係） 別表第1（第4条関係） 

松阪市総合運動公園運動施設使用料 

（総合運動公園芝生広場専用使用料）  

時間区分 

専用使用料 

全面 
半面 

（Ａ又はＢ） 

午前8時30分から午後0時30分まで 1,650円 820円 

午後1時から午後5時まで 1,650円 820円 

午前8時30分から午後5時まで 3,300円 1,650円 
 

松阪市総合運動公園運動施設使用料 

（総合運動公園芝生広場専用使用料）  

時間区分 

専用使用料 

全面 
半面 

（Ａ又はＢ） 

午前8時30分から午後0時30分まで 1,100円 550円 

午後1時から午後5時まで 1,100円 550円 

午前8時30分から午後5時まで 2,200円 1,100円 
 

2 上記の時間区分以外の時間で使用をするときの使用料は、1時間（1時間に満

たないときは1時間とみなす。）につき全面貸しの場合は420円、半面貸しの

場合は210円とする。 

2 上記の時間区分以外の時間で使用をするときの使用料は、1時間（1時間に満

たないときは1時間とみなす。）につき全面貸しの場合は280円、半面貸しの

場合は140円とする。 

別表第2（第4条関係） 別表第2（第4条関係） 

使用区分 
使用料 

多目的 多目的 
使用区分 

使用料 

多目的 多目的 



 

改正後 改正前 

グラウンドＡ グラウンドＢ 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

市民が利用す

る場合 

一般 1時間につき 1,650円 1,650円 

高校生以下 1時間につき 820円 820円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 3,300円 3,300円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 6,600円 6,600円 

照

明 

全

点

灯 

市民が利用する場合 1時間につき 1,150円 1,150円 

市民以外が利用する場

合 

1時間につき 1,650円 1,650円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 3,300円 3,300円 

3分

の2

点

灯 

市民が利用する場合 1時間につき 820円 820円 

市民以外が利用する場

合 

1時間につき 1,150円 1,150円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 2,310円 2,310円 
 

グラウンドＡ グラウンドＢ 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

市民が利用す

る場合 

一般 1時間につき 1,100円 1,100円 

高校生以下 1時間につき 550円 550円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 2,200円 2,200円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 4,400円 4,400円 

照

明 

全

点

灯 

市民が利用する場合 1時間につき 770円 770円 

市民以外が利用する場

合 

1時間につき 1,100円 1,100円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 2,200円 2,200円 

3分

の2

点

灯 

市民が利用する場合 1時間につき 550円 550円 

市民以外が利用する場

合 

1時間につき 770円 770円 

入場料等を徴する場合 1時間につき 1,540円 1,540円 
 

別表第3（第4条関係） 別表第3（第4条関係） 

使用区分 使用料 

会議室1 
市民が利用する場合 1時間につき 400円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 820円 

会議室2 
市民が利用する場合 1時間につき 400円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 820円 

使用区分 使用料 

会議室1 
市民が利用する場合 1時間につき 270円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 550円 

会議室2 
市民が利用する場合 1時間につき 270円 

市民以外が利用する場合 1時間につき 550円 



 

改正後 改正前 

（略） 
 

（略） 
 

別表第4（第4条関係） 別表第4（第4条関係） 

時間区分 

使用料 専用使用料 

多目的広場第1 

多目的広場

第2 
全面貸し 

半面貸し 

（Ａ・Ｂ又

はＣ・Ｄ） 

午前8時30分から午後0時30分まで 1,650円 820円 820円 

午後1時から午後5時まで 1,650円 820円 820円 

午前8時30分から午後5時まで 3,300円 1,650円 1,650円 
 

時間区分 

使用料 専用使用料 

多目的広場第1 

多目的広場

第2 
全面貸し 

半面貸し 

（Ａ・Ｂ又

はＣ・Ｄ） 

午前8時30分から午後0時30分まで 1,100円 550円 550円 

午後1時から午後5時まで 1,100円 550円 550円 

午前8時30分から午後5時まで 2,200円 1,100円 1,100円 
 

2 上記の時間区分以外の時間で使用をするときの使用料は、1時間（1時間に満

たないときは1時間とみなす。）につき、多目的広場第1全面貸しの場合は420

円、多目的広場第1半面貸しの場合及び多目的広場第2は210円とする。 

2 上記の時間区分以外の時間で使用をするときの使用料は、1時間（1時間に満

たないときは1時間とみなす。）につき、多目的広場第1全面貸しの場合は280

円、多目的広場第1半面貸しの場合及び多目的広場第2は140円とする。 

別表第5（第4条関係） 別表第5（第4条関係） 

使用区分 使用料 

入場料等を徴する場合 1時間につき 13,200円 

上記以外の場合 1時間につき 6,600円 
 

使用区分 使用料 

入場料等を徴する場合 1時間につき 8,800円 

上記以外の場合 1時間につき 4,400円 
 

 


